
令和６年度 第２回連絡協議会

令和６年10月２日13：30～15：30
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東京都
省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム
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１ 省エネ・再エネ住宅に係る情報
・建築物省エネ法改正等最近の動向（国土交通省）
・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度（都市整備局・調布市）

２ 団体の活動紹介
・（一社）環境共生まちづくり協会
・（一社）日本ガス石油機器工業会

３ 都の施策などの案内
・家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京ゼロエミポイント）（環境局）
・東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業（住宅政策本部）
・無電柱化無料相談窓口の設置（都市整備局）

４ 第１、２回分科会報告
５ 事務局からの連絡

次第
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１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物省エネ法改正等最近の動向
（国土交通省）

別紙



１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
制 度 概 要

〇 改正建築物省エネ法（令和６年４月１日施行）による、再エネ利用設備の導入促進
〇 区市町村が促進計画を策定
► 地域の実情に応じて、再エネ利用設備の設置を促進する区域を設定
► 自治体の建築主等への支援努力義務
► 建築主の再エネ利用設備設置努力義務
► 再エネ導入効果の説明義務
・ 建築士から建築主へ書面で説明
・ 条例で定める用途、規模の建築物が対象

► 形態規制の合理化
・ 促進計画に即して、再エネ利用設備を設置する場合、
形態規制の特例許可が可能
※ 特例許可：容積率、建蔽率、絶対高さ、高度地区

都市整備局



１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
東京都の取組

都市整備局

〇 環境確保条例の改正により、再エネ利用設備の設置等が義務化（令和７年４月１日施行）

〇 再エネ利用設備の設置に対する補助事業を実施（第１回連絡協議会で説明）
※ 過去10年間の平均着工棟数を基に算出。非住宅を含む。

年間都内供給延べ面積が
合計２万㎡以上の
建物供給事業者が対象



１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
東京都の取組

都市整備局

〇 国土交通省のガイドラインを踏まえ、「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針」を策定
► 区市町村が促進計画を円滑に定め、建築物への再エネ利用設備設置の一層の促進を図る

東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針の構成

１ 目的・背景

２ 再エネ促進区域制度の概要

３ 促進区域

４ 促進する再エネの種類

５ 説明義務の考え方及び条例案

６ 特例許可の適用要件及び許可基準

７ 設置促進策、普及･啓発促進策

８ 促進計画策定の流れ

〔付属資料〕促進計画（ひな形）

〇 行政区域全体
・カーボンハーフの実現を促進

〇 太陽光及び太陽熱
・都内で広く活用が可能

〇 全ての建築物が対象（文化財等は除外）

〇 国の考え方も踏まえ、都の考え方を整理
〇 東京都の施策を積極的に活用できるよう

区市町村で促進計画に位置付け

【都としての共通的な考え方】

地域の実情に合わせて
区市町村で計画策定

〇 自治体名を記入すれば、促進計画として
利用可能（区市町村で適宜調整）



特例適用要件
許可基準

１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度 都市整備局

設置物 特例適用要件 許可基準 考え方

共
通 ― ソーラー

カーポート等
架台下の用途「通常であれば屋外的な用途」「自動車車庫」 交通負荷が増大しない用途に限定

高い開放性 国土交通大臣が認める構造 告示を準用しガレージ等を除外

絶
対
高
さ

屋
上

太陽光パネル･
ソーラー
カーポート等

屋上又は陸屋根にソーラーカーポート等又は太陽光パネルを設置するもの

太陽光パネルの設置により周囲に対する日影が増大しない

高
度
地
区

屋
上

太陽光パネル･
ソーラー
カーポート等

屋上又は陸屋根にソーラーカーポート等又は太陽光パネルを設置するもの

太陽光パネルの設置により周囲に対する日影が増大しない

指定趣旨に配慮 区市町村にて規定 促進計画策定時に区市町村で規定

建
蔽
率
地
上

ソーラー
カーポート等

地上にソーラーカーポート等を設置するもの

敷地内に空地 緩和上限は10％以下 角地等の緩和を準用

敷地境界線との間に
距離

【小規模】敷地境界線からの離隔が５ｍ未満の場合は不燃
材料等
【大規模】敷地境界線との離隔５ｍ以上

５ｍの離隔は倉庫等の大規模な庇の
要件を準用、小規模の場合の不燃材
料は延焼防止のため

避難上支障ないこと 【小規模】道路等に避難上有効に通じる幅50cm以上の通
路が確保されていること 都建築安全条例を準用

容
積
率

屋
上

ソーラー
カーポート等

屋上又は陸屋根にソーラーカーポート等を設置するもの

太陽光パネルの設置により周囲に対する日影が増大しない

圧迫感が増大しない 緩和上限は基準容積率の25％以下 機械室等の緩和を準用

地
上

ソーラー
カーポート等

地上にソーラーカーポート等を設置するもの

太陽光パネルの設置により周囲に対する日影が増大しない

敷地内に空地 緩和上限は10％以下 地上のため上限は建蔽率と同じ

面積要件 【小規模】一低層・二低層等：1,000㎡未満 その他の用途地域：500㎡未満 用途地域の指定のない区域：2,000㎡未満
【大規模】小規模以外 （総合設計制度の面積要件及び都建築基準法施行細則第22の２を準用）

：都で追加

※ 促進計画の作成ガイドライン（国土交通省）を基本に設定



特例許可
モデルケース

１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度 都市整備局

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

【例：小規模敷地の建蔽率制限の特例許可】

小規模敷地のため、十分な空地を有してい
ないことを想定し追加

小規模敷地のため、距離を設けることが
できない場合を想定し追加

①を受け、避難通路の規定を追加

特例許可のイメージ図

再エネ想定設置容量の比較

都内での活用を想定し、
小規模敷地のモデルケースを追加

代表的なモデルケースを提示

東京都 策定指針

国交省ガイドライン



１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
今後の取組

〇 今年度促進計画作成予定の自治体（※状況に応じてスケジュールの変更の可能性があります）
► 港区・渋谷区・杉並区・足立区・葛飾区・大田区・調布市
► パブコメや施行時期などは、今後情報発信予定（都ＨＰ、区ＨＰ、省エネ再エネプラットフォーム など）

〇 「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針」の意見照会

► 省エネ再エネプラットフォーム参加団体対象
► １０月実施

都市整備局

「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針」は、下記HPにて公表

（東京都都市整備局HP）
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/
kenchikubutsu/renewable-energy_kuiki.html

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikubutsu/renewable-energy_kuiki.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikubutsu/renewable-energy_kuiki.html


１省エネ・再エネ住宅に係る情報

建築物再生可能エネルギー利用促進計画(説明義務条例)
令和７年４月施行予定

調 布 市

促進区域の位置及び区域 調布市全域

再エネ利用設備の種類 太陽光発電設備・太陽光熱利用設備

形態規制の特例許可の適用要件
太陽光発電設備又は太陽熱利用設備の設置を伴う新築・増築
（ソーラーカーポート含む）

★許可基準は東京都のものを準用

建築士から建築主への説明義務制度
(設置可能な再エネ利用設備について，建築士から
建築主への書面による説明を義務付けるため，説
明義務の対象となる建築物の用途・規模を定める
条例を制定）

(1) 対象となる建築物の用途
文化財及び仮設建築物以外の建築物
（再エネ利用設備の設置がなじまない建築物を除外）

(2) 対象となる建築物の規模
建築物の床面積の合計が１０平方メートルを超えるもの
（現行の建築物省エネ法の小規模建築物に係る説明義務の除外対象を準用）

計画の公表，条例の施行
令和７年４月（予定）※議会の議決が前提
事前にパブリック・コメントを実施

★市内建築士関係団体支部等への個別周知・説明を今後予定
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般社団法人環境共生まちづくり協会
(kkj)の活動について

東京都省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム
令和6年度 第2回連絡協議会

令和6年10月2日
一般社団法人環境共生まちづくり協会

事務局 中田義規



２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

1990年12月 環境共生住宅研究会（1992年リオ「地球サミット」を見据えて）
建設省住宅局（当時）により産学官連携で創設
環境共生住宅推進会議（1994）、環境共生住宅推進協議会（1997）

2009年01月 一般社団法人 環境共生住宅推進協議会（多方面の活動に対応）
2024年06月 一般社団法人 環境共生まちづくり協会（理念に則した活動）

地球環境を保全し、周辺環境と親和しながら、健康で快適に生活できる
「住まい・まち・暮らしの環境共生」という理念のもと、

四季折々の住まい方をふまえて心豊かな環境共生社会づくりに貢献します。
幅広い業種の会員とのパートナーシップを大切にしながら

SDGsのさまざまな目標に取り組み、持続可能な社会の実現を目指します。

会長：竹中宣雄（元ミサワホーム㈱会長）2011年6月より
会員：総会員数：101 （正会員：33 情報会員：59 地域会員：9）

（2024年9月1日現在）

会員

一般社団法人環境共生まちづくり協会（kkj）の概要

12

沿革

スローガン



２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

13

会員一覧



２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

主要事業

創設当時から活動している基幹事業
・会員会社が参加する部会活動（推進部会、調査研究部会、広報部会など）を通じて、
「住まい・まち・暮らしの環境共生」という理念を追究する

kkjが主体となって普及啓発する国土交通省の補助事業
・2013-2020 ESHパッシブデザインツールの開発・普及
・2021 カーテン等付属部材が省エネ性能に及ぼす影響の検証
・2022 太陽光発電システム設置に関する適切な情報提供の検討・整備・普及
・2023 省エネ性能の高い住宅を使いこなす住まい方の周知・普及に関する情報提供
・2024 省エネ性能の高い住宅の設計留意点に関する周知・普及に関する情報提供

施主や事業者へ国庫補助金を交付するための審査事業
・サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型、気候風土適応型）
・既存建築物省エネ化推進事業
・地域型住宅グリーン化事業
・LCCM住宅整備推進事業
・気候風土適応住宅の独自基準策定の支援事業

一般事業

国庫補助事業【CATE1】

国庫補助事業【CATE2】

14



２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 推進部会

調査研究部会

広報部会

ⅰデータベースの拡充
□環境共生住宅事例 □環境共生団地・まちづくり事例

ⅱ書籍・ツールの発行
□早わかり設計ガイド □先人の知恵・今人の工夫

ⅲイベントの企画
□環境共生住宅の新しい魅力を考える勉強会

：適宜開催（部会横断型のテーマなど）普及展開小委員会

ⅰデータベースの拡充
□環境共生住宅推奨部品（会員の製品）

ⅱ書籍・ツールの発行
□お勧め建材ガイド □お勧め設備ガイド

ⅰデータベースの拡充
□会員の環境活動 □会員のモデルハウス・ショールーム

ⅱ書籍・ツールの発行
□（春夏秋冬編）5カ条 □（自然活用編）5カ条

ⅲイベントの企画
□見学会 □交流セミナー

15

ⅲイベントの企画
□まちづくり事例紹介+意見交換会 など

体制
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

５ヵ条

シリーズ

春夏秋冬編

５ヵ条

シリーズ

自然活用編

先人の知恵

今人の工夫

お勧め

建材ガイド

躯体の仕様

具体的部品

推奨部品

お勧め

設備ガイド

設備の仕様

具体的部品

推奨部品

フェノロジー

ガイド

（重ね暦）

地域特性

の見える化

ESHパッシブ

デザインツール

室温等、手法・住

まい方の効果の

見える化

早わかり

設計ガイド

つくり手
設計者

住まい手
地域に適した
環境共生住宅

書籍・ツールの連携活用

一般事業 推進部会 調査研究部会 広報部会
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 広報部会

会員様の該当ホームページにリンク
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 調査研究部会

会員様の該当ホームページにリンク
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 推進部会

○四季折々の年中行事や室礼、伝統的な日本建築を紹介する『先人の知恵』
○現代の暮らしの中で豊かにいきるための室礼を提案する『今人の工夫』
○巻末には12の室礼提案を実践するための《図解イラスト》と《材料表》

左頁：『先人の知恵』 右頁：『今人の工夫』

《図解イラスト》

《材料表》
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 調査研究部会

①省エネ基準、②ZEH基準、
③さらにワンランク上の性能
を実現する仕様と具体的な環
境共生住宅推奨部品の組み合
わせを提案
1地域版～7地域版を発行
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 調査研究部会

省エネ性能を向上させる設
備機器の組合せを2つのグ
レードに分けて紹介、
「お勧め建材ガイド」の3
つの断熱等性能レベルと組
み合わせた計14組の一次エ
ネルギー消費量の算定結果
を紹介します。
5地域版～7地域版を発行
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 広報部会
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

一般事業 広報部会



24

２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協

一般事業 広報部会

年度・回 交流セミナー テーマ及び講師
令和６年度
第１回

『受容する建築 ～環境工学と建築計画・デザインとの融合～』
金子 尚志氏）（千葉工業大学 創造工学部 建築学科 教授）

令和５年度
第３回

『水害リスクをふまえた住まいづくり・まちづくり』
木内望氏（国土交通省国土技術政策総合研究所 住宅研究部 部長）

令和５年度
第２回

『脱炭素時代の住宅高断熱化と住まいの方向』
鈴木 大隆氏（地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 理事）

令和５年度
第１回

『建築分野におけライフサイクルアセスメント（LCA）による環境負荷低減』
小林 謙介氏（県立広島大学 生物資源科学部 生命環境学科 准教授）

令和４年度
第３回

『自然とつながる「デライトフル（歓びのある）」な建築』
川島 範久氏（株式会社川島範久建築設計事務所 主宰）

令和４年度
第２回

『新しい環境変化への向き合い方』
竹中宣雄氏（kkj会長）

令和４年度
第１回

『2050年脱炭素社会実現のためのZEB・ZEHの重要性』
田辺 新一氏（早稲田大学 理工学術院 創造理工学部建築学科 教授・工博）

セミナー資料（上：R5年度第3回、下：R5年度第1回）
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

太陽光発電システム設置に関する適切な情報提供の検討・整備・普及（2022成果）国庫補助事業【CATE1】
①「新築時に太陽光発電システム設置する場合」
②「将来的な太陽光発電システムの後乗せを想定して設計する場合」
③「太陽光発電システム設置を前提としていない既存住宅に設置する場合」
の3つのケースに分け、Ｑ＆Ａ形式で分かりやすく解説

https://www.kkj.or.jp/contents/build_hojyojigyo/report/R04_PVset_qa.pdf
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

省エネ性能の高い住宅を使いこなす住まい方の周知・普及に関する情報提供（2023成果）国庫補助事業【CATE1】
省エネ性能の高い住宅を建てても正しく使用しなければ、かえってエネルギー消費
量が増えます。本ガイドで住宅が持つ優れた性能を十分発揮できる住まい方を25の
ポイントで解説。

https://www.kkj.or.jp/contents/build_hojyojigyo/report/R05_howtolive-guidebook.pdf
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

環境に配慮した建築物を建てる施主や事業者へ国庫補助金を交付するための審査事業国庫補助事業【CATE2】
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

環境に配慮した建築物を建てる施主や事業者へ国庫補助金を交付するための審査事業国庫補助事業【CATE2】

出典：国土交通省 出典：国土交通省
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２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

気候風土適応住宅の独自基準策定の支援事業：自治体や建築関係団体を支援国庫補助事業【CATE2】

出典：「気候風土適応住宅の解説」IBECs



30

２団体の活動紹介一般社団法人環境共生まちづくり協会

https://www.kkj.or.jp

ご清聴ありがとうございました



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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本日のご説明内容

Ⅰ．工業会のご案内

Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会

当工業会は、
1961年（63年前）に設立、
家庭用のガス・石油機器及び関連部品製造及び販売会社 86社
（2024年4月現在）

で構成される団体です

対象製品例(ご家庭でおなじみのものばかりです)

ガスコンロ カセットこんろ ガス・石油給湯機・ふろがま ガス・石油暖房機 ガス栓
32

Ⅰ． のご案内



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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事業名 活動内容
製品安全事業 安全性が向上した最新機器の普及推進、長期使用製品の安全性確保のため点検の必要性

周知、予見可能な誤使用事故低減のため事故分析に基づいた啓発課題の抽出、経年劣化
によるリスク等の周知・啓発等

需要促進事業 国のエネルギー政策に対応したガス・石油機器の確固たる位置付け、生活価値に資する
機器の普及

省エネ・環境事業 低炭素化社会及び循環型社会の形成に向けたガス･石油機器の更なる省エネルギー・省
資源・リサイクル

標準化事業 ガス・石油機器に関連する測定方法の標準化・基準の策定、国際標準化活動

情報調査事業 環境の変化に迅速に対応し、行政や関連団体との連携を通じた情報の収集、事業推進へ
の反映

紛争処理事業 ガス・石油機器による事故クレーム等に係る消費者等からの相談・問い合わせへの適切
な対応

Ⅰ． のご案内
１．事業活動内容



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅰ． のご案内
１．事業活動内容 ①製品安全事業
安全啓発チラシを作成し、全国の８８０箇所の消防署へ配布

ストップガスコンロ火災チラシ 石油暖房機の安全啓発チラシ
カセットこんろ・ボンベの

安全啓発チラシ



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会

広島県安芸太田町会場

Ⅰ． のご案内
１．事業活動内容 ①製品安全事業
消費者団体との連携による消費者安全啓発活動の推進

消費者対象の安全啓発活動として、全国消防を窓口に
した婦人防火クラブの講習会に講師を派遣している。
また、全国女性団体連絡協議会主催の製品安全セミ

ナー・防災学習会への講師派遣についても受付し講師派
遣している。

２０２３年度実績 全国４１会場
２０２４年度実績（途中） 全国２０会場

岐阜県各務原市会場



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
１．2050年カーボンニュートラル実現に向けて

出典（一社）日本ガス石油機器工業会作成
「給湯からはじめよう！おうちのCO2削減！」



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
２．2050年カーボンニュートラル実現に向けた中間目標

出典（一社）日本ガス石油機器工業会作成
「給湯からはじめよう！おうちのCO2削減！」

●2030年度に向けてCO2等温室効果ガス排出量を大幅に削減



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
３．中間目標達成に向けた国の高効率給湯機普及目標

出典（一社）日本ガス石油機器工業会作成
「給湯からはじめよう！おうちのCO2削減！」

（出典）資源エネルギー庁_第34回省エネルギー小委員会_事務局資料②

都市ガス用用給湯器



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
４．ガス・石油高効率給湯機とは

出典（一社）日本ガス石油機器工業会作成
「給湯からはじめよう！おうちのCO2削減！」

貯湯ユニットには、ヒートポンプ効率が非常に高くなる45～50℃のお湯を、一日で使い切
る量だけ沸かして貯湯することで、家庭用給湯器の中で最高クラスの省エネ性能を実現し
ます。貯湯ユニットのお湯を使い切っても、バックアップ熱源機があるので安心です。



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
５．CO2排出削減と消費者に対するガス・石油高効率給湯機の貢献

出典（一社）日本ガス石油機器工業会作成
「給湯からはじめよう！おうちのCO2削減！」

12,189円

8,763円

47,864円 605㎏

163㎏

178㎏



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
６．一次エネルギーにおけるガス・石油高効率給湯機の貢献
（１）エネルギー消費性能計算プログラムによる省エネ設備の一次エネルギー及びＣＯ２排出量削減比較

試算条件：・6地域、床面積：120.08m2 （＝4人家族）、・浴室等がある、ふろ給湯機（追焚あり）
・断熱条件；H4年度省エネ基準

＜1設備 or １部品を交換、断熱強化した場合の効果＞

交換設備、断熱強化部品

一次エネルギー
削減量 備考
（MJ）

Ａ．給湯器 ①従来型給湯器→ エコジョーズ 3,030
②従来型給湯器→ ハイブリッド給湯機 10,576

Ｂ．開口部 ①1F外壁面の全ての窓断熱強化（10ヶ所） 3,211
②1F LDKの全ての窓断熱強化（4ヶ所） 2,113

Ｃ．高断熱浴槽 648
Ｄ．節湯水栓 ①節湯ｼｬﾜｰ（手元止水機能付） 1,531

②ｷｯﾁﾝ節湯水栓（手元止水機能付） 1,148
③ｷｯﾁﾝ水優先ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 436



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
７．2030年3050万台にむけた高効率給湯機実績とシミュレーション

★2030年3050万台を実現するため
には、ガス+石油高効率給湯機
割合（エコ率）を

36％(2023年) 87％
までに引き上げる必要がある。



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
８．2030年3050万台にむけた取り組み
（１）エコジョーズのドレン排水

①ドレン排水施工方式の再周知

2012年コラボ共同発行設置施工マニュアル冊子の
リニューアル



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
８．2030年3050万台にむけた取り組み
（１）エコジョーズのドレン排水

②ドレン排水の雨水排水全国一律「可」
・残っている一部の自治体でも雨水排水を認めて頂くための取組み

2024年1月国土交通省下水道企画課様より再課長連絡発出
（住宅生産団体連合会様、日本ガス協会様との協働）

・把握している不可自治体の動向フォローと、他組織との協働による
新たな取組みを計画化



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
８．2030年3050万台にむけた取組み
（２）エコ化が困難な賃貸住宅へのエコジョーズ導入

①賃貸集合給湯省エネ２０２４の活用
・賃貸オーナー、管理会社へのエコジョーズ化メリットと支援事業周知
「ちんたいLife」「OWNER’S STYLE」への記事・広告掲載

日管協様総会での出展（コラボ様、ベターリビング様との協働）

ちんたいＬｉｆｅ表紙

（ちんたいLife） （日管協様出展状況）

ちんたいＬｉｆｅ表紙

（OWNER‘S STYLE）
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46

Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
８．2030年3050万台にむけた取組み

YouTubeのJGKA
チャンネルで
試聴できます。

（３）ガス・石油高効率給湯機の周知
①メディア利用によるCM展開･･･ラジオCM 20秒版



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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Ⅱ．高効率給湯機の普及促進についての取組み
８．2030年3050万台にむけた取組み
（３）ガス・石油高効率給湯機の周知

①メディア利用によるCM展開･･･TVer CM 15秒版
６月１２日～７月３１日、８月２６日～９月２２日の間
フジテレビ系ドラマ枠にてTVer CMを配信しております。是非ご覧ください！

YouTubeのJGKA
チャンネルで
試聴できます。



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会
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最後に・・・

家庭部門でのCO2削減目標▲66％、その中でのガス・石油高
効率給湯機 2030年3050万台は非常に高い目標ですが、これに
向かっていくには幣工業会だけの力だけでは足りません。
ここにおられる東京都様はじめ関連する団体様、そして販売流
通様との協働があってゴールに近づいていけるものと考えてお
ります。
今後ともご協力・ご支援をよろしくお願い申し上げます。



２団体の活動紹介一般社団法人日本ガス石油機器工業会

ご清聴ありがとうございました
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〇省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫及び給湯器並びにLED照明器具への買替等を促進するため、
「東京ゼロエミポイント」を付与する事業
〇令和６年10月１日購入分より店舗での値引き方式に変更及び支援を拡充

１ 事業概要

２ 事業内容

50

受付期限：令和９年４月30日 ※予算が無くなり次第終了

①通常の買替

〇 エアコン(最大23,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大26,000ポイント)

〇 給湯器(一律12,000ポイント)

〇 LED照明器具(対象製品のみで4,000ポイント、

取替作業費込みで6,000ポイント)

〇 エアコン(最大70,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大80,000ポイント)

②長期使用家電からの買替

③高効率な新規家電購入

拡充

コールセンター：0120－083－255
又は03-6834-2621
 9時から17時まで
（年末年始を除く）※当該事業に参加登録した家電販売事業者からの購入に限定

付与されるポイント相当分を販売価格から直接値引きする方式

〇１台当たり5,000円
※事業者への助成

②の申請に当たり、
参加登録した事業者が、
買替前機器の製造年等を
現地調査・確認し、
買替申請が成立した場合

※③新規家電購入については令和８年４月30日

④調査費用の助成

拡充

新

〇 エアコン(最大10,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大5,000ポイント)

３都の施策などの案内 家庭のゼロエミッション行動推進事業
（東京ゼロエミポイント）（環境局）1/2



【新規購入】 【通常買替】 【長期使用家電買替】※

対象機器 ポイント数

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

対象外

エアコン
多段階評価点

3.0以上
10,000

冷蔵庫
省エネ基準達成率
100%～104%以下

対象外

冷蔵庫
省エネ基準達成率

105%以上
5,000

対象機器 区分 ポイント数①

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

2.4kW未満 9,000
2.4kＷ～3.6kW未満 10,000

3.6kＷ～ 23,000
エアコン

多段階評価点
3.0以上

2.4kW未満 15,000
2.4kＷ～3.6kW未満 18,000

3.6kＷ～ 23,000
冷蔵庫

省エネ基準達成率
100%以上

251ℓ未満 14,000
251ℓ～501ℓ未満 16,000

501ℓ～ 26,000

給湯器

エコジョーズ 12,000
エコキュート 12,000
エコフィール 12,000
ハイブリッド 12,000

LED照明器具
購入のみ 4,000

取替作業費込み 6,000

対象機器 区分 ポイント数②

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

2.4kW未満 20,000
(①＋11,000)

2.4kＷ～3.6kW未満 30,000
(①＋20,000)

3.6kＷ～ 40,000
(①＋17,000)

エアコン
多段階評価点

3.0以上

2.4kW未満 50,000
(①＋35,000)

2.4kＷ～3.6kW未満 60,000
(①＋42,000)

3.6kＷ～ 70,000
(①＋47,000)

冷蔵庫
省エネ基準達成率
100%～104%以下

251ℓ未満 14,000
(0)

251ℓ～501ℓ未満 25,000
(①＋9,000)

501ℓ～ 40,000
(①＋14,000)

冷蔵庫
省エネ基準達成率

105%以上

101ℓ～251ℓ未満 20,000
(①＋6,000)

251ℓ～501ℓ未満 40,000
(①＋24,000)

501ℓ～ 80,000
(①＋54,000)

※製品の銘板により、製造年から15年以上経過した
ことが確認できる機器からの買替の場合
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３ ポイント数詳細

拡充拡充

３都の施策などの案内 家庭のゼロエミッション行動推進事業
（東京ゼロエミポイント）（環境局）2/2



３都の施策などの案内
東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業
事業概要
「東京とどまるマンション」に登録したマンションを対象に、非常用電源の設置費用を補助（新築マンションを除く。）

事業内容

○補助対象者：分譲マンション管理組合、賃貸マンション所有者
○対象の設備：停電時に水の供給・エレベーターの運転を行える設備

【ポイント】補助申請の前に、「東京とどまるマンション」への登録が必要です。

非常用電源 補助率 上限額 申請期間

発電機 1/2 1,500万円
令和６年８月30日から
令和７年１月15日まで蓄電池 3/4 1,316万円かつ

1kWhあたり18.8万円

52

事業概要チラシ

問合せ窓口
東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 居住性能向上支援担当    03-5320-5007

東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業
（住宅政策本部）1/2



３都の施策などの案内
東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業
「東京とどまるマンション」の登録要件

53

●耐震性あり
●ハード対策
停電時でも、水の供給・エレベーターの運転を行える非常用電源設備が設置されていること。

●ソフト対策
＜必須事項＞ 防災マニュアルを策定していること。
＜選択事項＞ 年１回以上の防災訓練の実施、３日分程度の飲料水・食料の備蓄、応急用資器材の確保、

災害時の連絡体制の整備にうちいずれか一つに取り組んでいること。
【ポイント】耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能

その他の支援策
支援策 補助率 上限額 支援対象の例 備考

防災備蓄資器材
購入補助

2/3
（10/10）

66万円
（100万円）

簡易トイレ、防災キャビネット
など

（）は町会等と連携して合同防
災訓練を実施する場合

浸水対策設備
導入補助 1/2 75万円 止水板、防水扉などの改修費用、

浸水対策の調査・企画費用
非常用電源を設置しているマン
ションが対象

給排水管点検調
査専門家派遣 無料 給排水管の改修方法、発災後の

点検方法など 築30年以上のマンションが対象

東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業
（住宅政策本部）2/2
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３都の施策などの案内 無電柱化無料相談窓口の設置（都市整備局）1/2

事業概要
東京都では無電柱化を推進するため、都市計画法による開発許可を得て、新たに築造される道路の電線類を地中

化した場合に、その事業費の一部について補助を行っている。

○対象事業の条件
・都内で開発許可により新たに道路を築造する宅地開発
※戸建て住宅に限らず、住宅を主な用途とする開発に対象を拡大

○補助対象となる費用
無電柱化の設計費・工事費（引込柱を含む）

○補助限度額等
【3,000㎡未満】無電柱化に係る総事業費2,000万円まで

総事業費の4/5を補助
【3,000㎡以上】無電柱化に係る総事業費6,000万円まで

総事業費の2/3を補助
○募集期間
令和６年度から継続事業

○令和６年度予定件数
20件程度

（電線、地上機器の費用は電線管理者負担）

補助イメージ引込柱（例）

事業内容
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３都の施策などの案内 無電柱化無料相談窓口の設置（都市整備局）2/2



４第１、２回分科会報告 第 回消費者向けイベントについて2

56

■新宿駅西口イベント

事前広報チラシ 当日配布チラシ（プラットフォームと協力した実施を周知）



４第１、２回分科会報告 第 回消費者向けイベントについて2

57

■新宿駅西口イベント

足を止めてもらうための展示パネル（抜粋） プラットフォーム紹介の展示パネル



５．事務局からの連絡

58

補助対象 対象事業（例） 対象経費（例）

普及啓発
・セミナー開催
・パンフレット作成
・HP作成

・セミナー開催に要する費用
（講師謝礼・会場借上げ、資料印刷費）
・パンフレット作成に要する費用
・HP作成に要する費用

相談窓口
等設置

・相談窓口の設置
・研修会開催

・相談窓口の設置に要する初期費用
（備品の購入費）
・研修会開催に要する費用

技術力
向上

・技術支援講習会
（施工技術、省エネ計算）

・技術支援講習会に要する費用
（講師謝礼・会場借上げ、資料印刷費）

交付決定状況（R6.9現在）

予算額に対し約34%
（１）東京都省エネ再エネ普及促進事業補助金

補 助 率 ： 2/3（補助上限額：3,500千円）
申請期限：令和７年１月31日まで

都主催イベント参加では
・パネル、チラシの印刷
・模型やパネル等大型展示物
の設営、搬入費

・工作キット等の製作費 等

（２）プラットフォームのHPの改修
●活用状況等についてアンケートの協力ありがとうございました（回答数：１９件）
●省エネ・再エネリフォーム事例について、引き続き募集しています
・トップランナーの高断熱住宅（断熱等性能等級6，7）
・ZEH基準の住宅（断熱等性能等級５）
・部分的にリフォームした事例
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